
                      定例記者会見（2020.6.1）  

 

５月 市長定例記者会見 
 
日 時：令和２年６月１日（月） 

              午後３時３０分から 
場 所：杵築市役所本庁舎２階 大会議室 

 
１．発表案件 

             

  （１）新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の解除に伴う対応について 

                          （健康長寿あんしん課） 

                              （危機管理課） 

   

（２）新型コロナウイルス感染症の影響に対する支援対策について 

（総 務 課） 

 

 

（３）令和２年度杵築市各会計６月補正予算（案）の概要  （企画財政課） 

 

 

  （４）令和２年第２回議会定例会に提出する予算外議案     （総 務 課） 

 

 

  （５）杵築市ふるさと納税の体験型返礼品～ドローン操縦体験の募集開始 

（商工観光課） 

 

 

  ２．そ の 他 

 

  （１）「ふるさときつきの味と香り便り」2020 夏の販売を開始しました 

（商工観光課） 

 

 

３．行事予定（令和２年６月）                 

 

 

４．次回の記者会見日程 （予定） 
     ６月 市長定例記者会見 
         日 時：令和２年６月２５日（木） 午後１時３０分 
         場 所：杵築市役所本庁舎２階 大会議室 
  
 
 



 
                   

定例記者会見資料（2020.6.1） 
（記者発表①） 

 新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の解除に伴う対応について 

 

 国は、5 月 25 日に新型コロナウイルス感染症緊急事態の全面解除を宣言し、

これを受け、県対策本部は 26 日に外出自粛や施設の使用制限等を緩和しつつ、

段階的に社会経済活動レベルを引き上げていくことを発表しました。 

今後は感染拡大を防ぎながら、感染リスクをできるだけ減らす「新しい生活様

式」の実践が求められます。当市においても、国や県の方針を踏まえ、日常を取

り戻すための取り組みを実施していきます。 

 

１．危機管理体制～対策本部会議の実施 

国の専門家会議・県の対策本部会議を受け、下記のとおり市の対策本部 

会議を開催しました。 

・第 1 回 2 月 28 日（金） 

議事：小中学校の休校、幼稚園・保育園・こども園・放課後児童クラブへ 

   の対応について 

・第 2 回 3 月  4 日（水） 

議事：各施設の休館、各課の対応確認（施設関係、サロンの休止など） 

職員の体温測定開始（市長部局、教育委員会。休日含む全日） 

 ・第 3 回 3 月 23 日（月） 

  議事：今後のマスク・消毒液の配布、4 月の各課行事の実施・中止・延期、 

各施設の休館、防災ラジオ、ホームページ等情報提供 

 ・第 4 回 4 月 ７日（火）  

議事：今後のマスク・消毒液の配布、4 月の各課行事の実施・中止・延期、 

各施設の休館、国の経済対策の対応について 

・第 5 回 4 月２１日（火） 

 議事：今後のマスク・消毒液の配布、4 月・5 月の各課行事の実施・中止・ 

延期、各施設の休館、感染者確認後の対応、感染症対策独自事業 

 ・第 6 回 4 月 30 日（火） 

  議事：５月の各課行事の実施・中止・延期、各施設の休館、業務継続計画、 

     緊急時生活支援事業、支援情報の提供 

・第 7 回 5 月  ５日（火） 

 議事：各施設の休館、議会からの要望書、定額給付金について 

 ・第 8 回 5 月１２日（火）  

  議事：5 月の各課行事の実施・中止・延期、各施設の休館、業務継続計画 

 ・第 9 回 ５月１５日（金） 

  議事：衆楽観、風の郷、ふるさと産業館の再開時期について 

 ・第１０回 5 月 19 日（火） 

  議事：各施設の休館、各施設の開館に関するガイドラインについて 

 ・第１１回 ５月２２日（金） 

  議事：市立小学校施設・設備を活用したスポーツ少年団等の活動再開、上 

村の郷・農林水産課所管施設の開館、市内飲食店テイクアウト利用 
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定例記者会見資料（2020.6.1） 
 

２．情報提供・相談体制 

① 市公式ウェブサイトや防災ラジオにて随時情報提供 

（国・県の動向、手洗い・咳エチケット、発熱時の受診の仕方など） 

② 市民への予防等に関する啓発チラシ配布 

③ 受診や予防に関する相談～東部保健所・杵築市健康長寿あんしん課で対応 

 

３．マスク・消毒液の配布・寄付 

・マスク：医療機関（4,550 枚）・高齢者福祉施設（8,700 枚）へ配布 

 ・消毒液：幼小中学校・放課後児童クラブ・地区公民館へ配布 

 ・市民の方々からの寄付 

  ４月 ７日（火）杵築青年会議所～市内小学校にマスク 1,400 枚 

  ４月 ８日（水）手作りマスク～北杵築小に 45 枚、豊洋小に 112 枚 

  ４月１５日（水）杵築ライオンズクラブ～市内中学校にマスク 1,000 枚 

  ４月２４日（金）杵築ロータリークラブ～医療従事者にマスク 4,000 枚 

  ５月１２日（火）杵築高校同窓会～母校にマスク７００枚 

  ５月１４日（木）株式会社ヤマト～市に自社製造消毒液 1ℓ×100 本 

  ５月２５日（月）県建設業協会杵築日出支部～市にマスク 2,000 枚 

  ５月２９日（金）中野酒造～手指消毒用アルコールを市に 190 本と 

               市医師会に 100 本 

 

４．小・中学校の対応 

 ・４月２０日（月）から臨時休校とし、５月１１日（月）から２２日（金） 

まで分散登校。５月２５日（月）からは学校の教育活動を再開。 

 

５．休館等の市公共施設等の開館（営業再開）について 

感染拡大防止のため休館となっていた施設等は、順次再開します。 

※P3～4 一覧表のとおり 

 

６．杵築市立図書館の臨時休館中および一部再開中のサービス 

  4 月 22 日（水）から臨時休館中の事前予約サービスと、5 月 14 日（木）

から一部再開中の事前取り置きサービスを実施したところ、多くの市民の方 

にご利用いただきました。 

 ・４月２２日～５月３１日（４０日間）の実績 ※詳細は P5 参照 

  件数２７３件  冊数１，４２８冊 

 

 

【担当】健康長寿あんしん課（河野）TEL：０９７８-６４-２５４０ 

危 機 管 理 課（大塚）TEL：０９７８-６２-１８０２ 
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申込方法

受付日 件数 冊数 件数 冊数 件数 冊数 件数 冊数 件数 冊数 件数 冊数

2020/4/22 4 17 1 5 5 22

2020/4/23 4 11 5 21 2 4 11 36

2020/4/24 8 41 2 20 4 24 1 7 15 92

2020/4/25 10 40 1 10 6 24 3 12 20 86

2020/4/26 4 15 1 3 1 10 6 28

2020/4/27 5 19 3 12 3 28 1 5 12 64

2020/4/28 8 38 2 20 1 3 2 16 13 77

2020/4/29 0 0

2020/4/30 10 42 1 6 1 10 7 54 4 40 23 152

2020/5/1 1 4 2 5 1 2 4 11

2020/5/2 4 17 1 2 3 21 3 7 3 27 14 74

2020/5/3 9 35 1 10 2 12 2 7 5 38 19 102

2020/5/4 7 26 1 9 1 8 2 18 11 61

2020/5/5 4 13 1 3 1 7 1 5 7 28

2020/5/6 0 0

2020/5/7 8 38 2 18 1 1 3 7 2 12 16 76

2020/5/8 4 12 4 16 1 10 9 38

2020/5/9 4 19 1 10 5 29 1 2 3 23 14 83

2020/5/10 5 13 5 42 2 20 2 6 1 2 15 83

2020/5/11 4 10 2 3 1 6 7 19

2020/5/12 0 0

2020/5/13 3 15 2 17 3 18 8 50

2020/5/14 3 14 1 10 1 10 5 34

2020/5/15 1 9 1 9

2020/5/16 2 12 1 1 3 13

2020/5/17 3 10 2 8 5 18

2020/5/18 3 14 3 14

2020/5/19 0 0

2020/5/20 3 10 1 3 4 13

2020/5/21 1 10 1 10

2020/5/22 1 10 1 1 2 11

2020/5/23 1 1 4 14 5 15

2020/5/24 1 7 1 10 2 17

2020/5/25 2 20 1 10 3 30

2020/5/26 1 7 1 7

2020/5/27 1 1 1 1

2020/5/28 0 0

2020/5/29 2 9 2 9

2020/5/30 2 10 2 20 4 30

2020/5/31 1 10 1 5 2 15

総計 131 553 23 160 50 306 40 167 29 242 273 1,428

（A） （B）

19.0% 24.0%
（A）/（Ｃ） （B）/（Ｄ）

＜参考＞ ○来館者 ○資料利用人数 ○貸出冊数
4月 0 人 4月 132 人 4月 710 冊
5月 1,910 人 5月 1,306 人 5月 5,232 冊
計 1,910 人 計 1,438 人（ Ｃ） 計 5,942 冊（Ｄ）

※利用割合

＜　杵築市立図書館　事前予約サービス・事前取り置きサービス　実績　＞

【4/22～事前予約　　5/14～事前取り置きサービス（件数／冊数）】

1）申込フォーム 2）メール添付 3）ＦＡＸ  4）電話・持参ほか 5）図書おまかせ 全体
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定例記者会見資料（2020.6.1） 
（記者発表②） 

 新型コロナウイルス感染症の影響に対する支援対策について 

 

 新型コロナウイルス感染症の影響により社会経済活動が停滞する中、杵築市で

は、個人や事業者に対し、様々な支援対策の実施や情報提供を行っています。 

 

１．特別定額給付金の受付・支払状況 

  緊急経済対策による家計への支援策として、１人につき１０万円給付される 

「特別定額給付金」の申請受付が５月１日から始まり、順次支払手続きを行っ 

ています。【５月末日現在の状況】 

・対象者 （全体）：１３，４５７世帯 ２８，６１５名 

 ・受付件数（累計）：１１，２３８件   （８３．５％） 

 ・支払件数（累計）：１０，６２８件   （７９．０％）※ 
 ・支払額 （累計）：２３億３，９９０万円（８１．７％）※ 

         ※支払件数・支払額の累計は、6 月２日支払分を含みます 

 

２．緊急小口資金等特例貸付・住居確保給付金の相談・貸付 

  杵築市社会福祉協議会では、新型コロナウイルス感染症の影響で休業や失業 

により、一時的な生活資金にお困りの方への緊急小口資金及び総合支援資金の 

特例貸付や、離職者または減収により住居を失う恐れのある人などを対象に、 

家賃相当額を一定期間支給する住居確保給付金の支給を行っています。 

【５月２７日現在の状況】 

・相談件数   １１５件（住居確保給付金のみ相談含む） 

 ・貸付申請件数 １０５件（決定１０２件） 

 ・貸付申請総額 30,000,000 円（決定 28,900,000 円） 

  （申請内訳）緊急小口資金  ７７件 15,300,000 円 

        総合支援資金  ２８件 14,700,000 円 

・住居確保給付金 １４件（申請件数 6 件） 

 

3．杵築市うまいもんテイクアウトの開催 

  感染症拡大防止及び経済対策として、市内の飲食店を対象に「杵築市うまい 

もんテイクアウト」の参加店舗を 4 月 9 日（木）から 5 月末日まで募集しま 

した。開始当初の 7 店舗から、最終的に 20 店舗まで増え、停滞した地域経済 

の活性化の一助となりました。 ※参加店は P９一覧参照 

【５月末日現在の実績概算】 総売上 5,200,000 円 注文件数 4,100 件  

 

４．市の支援対策等をまとめた「広報きつき」の号外を配布します 

  特別定額給付金に関することや新しい生活様式の実践、市独自の支援対策等 

をまとめた「広報きつき号外」を新聞折込にて配布します。 ※別紙参照 

 

【担当】 総務課（佐藤） 

TEL：０９７８-６２-１８０１ 
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2020/5/29現在

店舗名 電話番号 営業時間 定休日

1 居酒屋いち屋 0978-62-3802 17:30〜24:00
※電話予約　12:00〜18:00

火曜日

2 ⿂市⿂座 0978-63-9100 10:00〜18:00 不定休

3 海鮮亭ざこば 0978-63-6771 11:00〜14:00
17:00〜22:00

不定休

4 芳の芽 0978-63-4381
　　予約時間（※前日までの予約）16:00〜19:00
　　受け渡し時間　11:00〜13:00
　　　　　　　　　　　16:00〜19:00

月曜日

5 バーガースタンド
マサカノ

080-3981-0622 11:00〜16:00 日曜祝日

6 山香温泉風の郷 0977-75-1126
　　受取時間　11:00〜19:00
　　　　　　　※10:00〜12:00に受取希望の場合は
　　　　　　　　　前日20:00まで予約

不定休

7 きつき漁菜館 0978-62-2263 予約時間　8:00〜15:00
受け渡し最終時間　17:00

火曜日

8 日向屋 0978-63-9214 営業時間　9:00〜18:00
予約は前日昼まで

不定休

9 三川食堂 0978-64-0606
営業時間　7:30〜21:00
受け渡しは11:00以降

予約は前日まで（単品は当日可）
なし

10 和食ダイニング大 0978-62-3939 予約時間11︓00〜14︓00
営業時間18︓00〜23︓30

日曜日

11 カフェ食堂あおぞら 0978-66-1234

　営業時間
　平日　　11︓00〜15︓30（ラストオーダー14:30）
　　　　　　17︓30〜21︓30（ラストオーダー20:45）
　⼟日祝日　11︓00〜21︓30
　　　　　　※予約できれば前日まで

月曜日
（祝日の場合は営業）

第3火曜日
（変更の場合あり）

12 食事処　故郷 0978-62-5300

営業時間　11︓00〜15︓00
予約時間　　9︓30〜15︓00
受け渡し　　11︓00〜13︓00
　　　　　　　17︓00〜19︓00

なし

13 茶房　⼀番館 0978-63-3228
営業時間　10︓00〜22︓00
予約時間　10︓00〜14︓00
受け渡し　　11︓30〜14︓00

第2火曜日

14 ここち屋 0978-62-3588
　営業時間　10︓30〜14︓00
　　　　　　　　17︓30〜19︓30
　予約受付　　8︓00〜19︓00

日曜日
第3月曜日

15 焼肉みやべ 0978-64-1129

　予約時間　10︓00〜16︓00
（受渡希望時間の1時間前までに予約）

　受渡時間　11︓00〜13︓00
　　　　　　　　16︓00〜18︓00

月曜日

16 元禄うどん 0978-62-3838 　営業時間　10︓30〜20︓30
受渡時間　20︓00まで 第2・4水曜日

17 喫茶紙ふうせん 0978-62-3984
営業時間　　8︓00〜20︓00
予約時間　　8︓00〜19︓00
受け渡し　　11︓00〜20︓00

火曜日

18 横岳ふるさと茶屋
夢のぼり

0978-52-2453 営業時間　11︓50〜14︓30 平日

19 食楽酒房ゆとり 0978-69-7078 予約時間　　9︓00〜19︓00
受け渡し　　17︓00〜21︓00 不定休

20 ネパーリ・パンサ 080-4074ｰ2259
営業時間　11︓00〜15︓00
　　　　　　　17︓00〜19︓00

※予約は前日まで

月曜日
第3火曜日

杵築市うまいもんテイクアウト参加店一覧
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定例記者会見資料（2020.6.1）                   

 （記者発表③） 

 令和２年度杵築市一般会計６月補正予算（案）の概要 

 

令和２年度杵築市一般会計６月補正予算の概要をお知らせします。 

 

６月補正予算規模

○一般会計　　　     2億3,923万6千円 　 (補正後予算額 204億4,108万1千円)

○特別会計　            補正なし 　　   (補正後予算額  92億7,671万6千円)

○公営企業会計　        補正なし 　　   (補正後予算額  54億9,635万7千円)

○全会計　　　       2億3,923万6千円 　 (補正後予算額 352億1,415万4千円)

＜各会計別予算＞ (単位：千円)

会 計 別
令和２年度
現計予算額

補正額
令和２年度

補正後予算額

特　　別　　会　　計　　合計 9,276,716 0 9,276,716

一　　般　　会　　計 20,201,845 239,236 20,441,081

公営企業会計(収益的支出＋資本的支出)合計 5,496,357 0 5,496,357

総 計 34,974,918 239,236 35,214,154  

(１)一般会計の６月補正では、７月から１０月にかけて開始する事業や緊急を

要する経費、国・県等に採択された新規事業等を計上しています。 

  主な事業は、 

・特殊詐欺等による被害の防止を図るため、防止機能の付いた電話機や録音

機器の購入にかかる費用の一部を助成（200 千円） 

 

・宝くじの助成金を活用した、西下司区のコミュニティーセンター建設や北

台区の防災資機材の整備を行うコミュニティ助成事業（15,800 千円） 

 

・平屋建物の建設を行う旧野上家整備事業（25,220 千円） 

 

・小学校と中学校のＧＩＧＡスクール構想実現のため、情報通信ネットワー

ク環境整備及び児童生徒一人１台のタブレット購入（188,754 千円） 

 

(２)事業実施の財源は、国・県支出金、繰入金、諸収入、市債です。 

 

詳細については、別添「令和２年度一般会計６月補正予算(案)説明資料」を 

ご参照ください。 

 

担 当：企画財政課 財政係 大谷 

ＴＥＬ：0978-62-1804  
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定例記者会見資料（2020.6.1.）                  

 

（記者発表④） 

 令和２年第２回議会定例会に提出する予算外議案 

 

 令和２年第２回議会定例会に提出する 条例議案１３件、報告７件の概要 

についてお知らせします。 

 

■条例議案 １３件 

 

① 議案第７７号 杵築市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条 

       例の一部改正について 

  情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに 

行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技 

術の利用に関する法律の一部改正に伴い、題名を「杵築市情報通信技術を活 

用した行政の推進に関する条例」に改め、情報通信技術を活用した行政の推 

進について規定するなど、所要の改正を行うもの。 

 

② 議案第７８号 公益的法人等への杵築市職員の派遣等に関する条例の一部改 

       正について 

公益的法人等へ派遣された職員は、地方公務員災害補償法の対象とならず、 

労働者災害補償保険法の適用となるため、市職員と同様の補償額を支払うこ 

とができるよう、所要の改正を行うもの。 

 

③ 議案第７９号 杵築市税条例の一部改正について 

 地方税法の一部改正に伴い、個人住民税におけるひとり親控除の規定の整 

備を行うほか、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う寄附金税額控除の特 

例や住宅借入金等特別税額控除の特例の規定の整備を行うなど、所要の改正 

を行うもの。 

 

④ 議案第８０号 杵築市固定資産評価審査委員会条例の一部改正について 

 杵築市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例の一部改正 

において、書面等による提出方法に限らず、その他の方法についても本条例 

の規定を適用するよう改正することから、杵築市固定資産評価審査委員会条 

例の電子情報処理組織に関する規定を削除するため、所要の改正を行うもの。 
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⑤ 議案第８１号 杵築市行政財産使用料条例の一部を改正する条例の一部改正 

       について 

 ７月１日に改正予定であった杵築市大田横岳自然公園の使用料を、新たに 

制定する「杵築市大田横岳自然公園の設置及び管理に関する条例」に定める 

ため、所要の改正を行うもの。 

 

⑥ 議案第８２号 杵築市山香温泉センター（神塩温泉）条例の一部を改正する 

       条例の一部改正について 

７月１日からの営業時間の短縮について見直しを行いましたので、所要の 

改正を行うもの。 

 

⑦ 議案第８３号 杵築市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準 

       を定める条例の一部改正について 

 放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準の一部改正に伴い、  

放課後児童支援員認定資格研修について、中核市の長も実施できることと 

なったことから、所要の改正を行うもの。 

 

⑧ 議案第８４号 杵築市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に 

       関する基準を定める条例の一部改正について 

 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準の一部改 

 正に伴い、連携施設の確保が不要となる場合を規定するなど、所要の改正を 

行うもの。 

 

⑨ 議案第８５号 杵築市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定め 

       る条例の一部改正について 

家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の一部改正に伴い、連携施 

 設の確保が不要となる場合や居宅訪問型保育の実施が可能となる場合を規定 

するなど、所要の改正を行うもの。 

 

⑩ 議案第８６号 杵築市大田横岳自然公園の設置及び管理に関する条例の制定 

       について 

 杵築市大田横岳自然公園条例、杵築市大田休養・休憩施設「横岳荘」条例 

及び杵築市大田よこだけ「キララ館」条例の３条例を１本化し、「横岳自然公 

園」の管理、運営について、条例を制定するもの。 
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⑪ 議案第８７号 杵築市学校給食共同調理場設置条例の一部改正について 

８月１日から杵築市学校給食センター杵築調理場と山香調理場を統合し、 

 杵築市学校給食センターが新築移転されることに伴い、当該給食センターの 

位置などを改めるため、所要の改正を行うもの。 

 

⑫ 議案第８８号 杵築市水道事業給水条例の一部改正について 

 水道事業の管理者が行う給水停止の該当要件を新たに加えるなど、所要の 

 改正を行うもの。 

 

⑬ 議案第８９号 杵築市立山香病院定数条例の一部改正について 

 診療報酬の改定や病床機能の変更などに応じた迅速な人員配置が行える定 

数に改めるため、所要の改正を行うもの。 

 

 

■報告７件 

 

① 報告第２１号 繰越明許費繰越計算書について 

令和元年度杵築市一般会計予算のうち、諸般の事情により１５億２，３９ 

６万６千円を令和２年度に繰り越したので、地方自治法施行令第１４６条第 

２項の規定により議会に報告するもの。 

 

② 報告第２２号 繰越明許費繰越計算書について 

 令和元年度杵築市ケーブルテレビ事業特別会計予算のうち、諸般の事情に 

より１４億５０７万１千円を令和２年度に繰り越したので、地方自治法施行 

令第１４６条第２項の規定により議会に報告するもの。 

 

③ 報告第２３号 繰越明許費繰越計算書について 

  令和元年度杵築市簡易水道事業特別会計予算のうち、諸般の事情により 

１，９５８万円を令和２年度に繰り越したので、地方自治法施行令第１４ 

６条第２項の規定により議会に報告するものです。 

 

④ 報告第２４号 繰越明許費繰越計算書について 

  令和元年度杵築市農業集落排水事業特別会計予算のうち、諸般の事情によ 

り２，１８１万５千円を令和２年度に繰り越したので、地方自治法施行令第 

１４６条第２項の規定により議会に報告するもの。 
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⑤ 報告第２５号 繰越明許費繰越計算書について 

  令和元年度杵築市公共下水道事業特別会計予算のうち、諸般の事情により 

７６０万円を令和２年度に繰り越したので、地方自治法施行令第１４６条第 

２項の規定により議会に報告するもの。 

 

⑥ 報告第２６号 繰越明許費繰越計算書について 

  令和元年度杵築市特定環境保全公共下水道事業特別会計予算のうち、諸般 

の事情により３，６４８万８千円を令和２年度に繰り越したので、地方自治 

法施行令第１４６条第２項の規定により議会に報告するもの。 

 

⑦ 報告第２７号 繰越計算書について 

  令和元年度杵築市水道事業会計予算のうち、諸般の事情により４５０万円 

 を令和２年度に繰り越したので、地方公営企業法第２６条第３項の規定によ 

り議会に報告するもの。 

 

 

 

 

                  

 

担 当：総務課 行政・法規係（手嶋） 

ＴＥＬ：0978-62-1801（234） 
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（記者発表⑤） 

杵築市ふるさと納税の体験型返礼品～ドローン操縦体験の募集開始 

 

 杵築市では、ふるさと納税の体験型返礼品として、「ドローン操縦体験」を

採用し、6 月 1 日から募集を始めました。 

 

 杵築市ふるさと納税は、令和元年度過去最高額の約 4 億 1 千万円の寄附額

を達成し、今年度新たに、体験型返礼品として、6 月 1 日から杵築市に来て、

体験していただく「ドローン操縦体験」の募集を始めました。 

体育館や広い芝生のグラウンドでの体験につき、「3 密」にならず、ご家族

みんなで安心して、ドローン操縦を満喫していただけます。 

外出自粛で我慢していたお子様へのご褒美や夏休みの自由研究の課題とし

ても最適です。 

ドローン専用ゴーグルを装着して、まるで自分がドローンに乗って操縦して

いるかのような感覚を味わえます。ぜひ、大空から自然豊かな杵築市の絶景を

お楽しみください。 

（現時点で、ふるさと納税ポータルサイト最大手「ふるさとチョイス」にドロ 

ーン操縦体験の返礼品を掲載しているのは、大分県内では杵築市だけです） 

 

【事業概要】 

１．事 業 者：株式会社きっとすき 

 

２．体験場所：スポーツ合宿施設 上村の郷 

 

３．体験内容： 

＜寄附額：5 万円コース 90 分コース（最大 3 名まで）＞ 

・航空法など簡単な座学や安全講習 

・トイドローンを使って操縦を体験 

・ＧＰＳ機能が付いた本格的なドローンの操作を体験 

・ドローン専用ゴーグルを付けて操作を体験 

・体験最後には記念撮影を行い、撮った画像はＳＤカードでプレゼント 

＜寄附額：10 万円 3 時間コース（最大 5 名まで）＞ 

・5 万円コースの体験内容＋プログラミングによる自動操縦の体験 

 

４、注意事項 

・国の緊急事態宣言の解除に伴う大分県新型コロナウィルス感染症対策本

部の対応方針を踏まえ、県外からお越しの場合は、6 月 19 日以降の予

約をお願いします。 

  ・感染拡大防止対策として、マスクの着用及び検温等の健康チェック、 

手指の消毒をお願いいたします。 
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５、掲載サイト： 

 ・ふるさとチョイス→自治体をさがす→大分県→杵築市 

→イベントやチケット等 

 

   ・大空を楽しもう！ドローン操縦体験 90 分コース（最大 3 名） 

    URL:https://www.furusato-tax.jp/product/detail/44210/4860298 

 

・大空を楽しもう！ドローン操縦体験 3 時間コース（最大 5 名） 

URL:https://www.furusato-tax.jp/product/detail/44210/4860299 

 

担 当： 商工観光課  

 ブランド・ふるさと納税係（松井） 

ＴＥＬ：  0978-62-1808  
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ふるさと納税体験型返礼品『大空を楽しもう！ドローン操縦体験』 
 
この度杵築市ではふるさと納税の返礼品としてドローンを使った体験型プランをご用意いたしました。
都市部ではなかなか飛ばせない、触れる機会も少ないドローンの操縦体験を杵築市山香で行います。 
９０分(最大 3 名)・3 時間(最大 5 名)の 2 パターンご用意いたしました。 
 
【内 容】 
自然豊かな杵築市山香『上村の郷』(かむらのさと)グランド及び隣接する旧上小学校体育館にて行います。 
90 分コース・3 時間コースとも国交省認定ドローンスクールインストラクターが安全かつ丁寧に楽しみ
ながらお教えします。 
航空法等の座学と安全講習を行った後、トイドローン(DJI Tello)を使った操縦体験。 
次に GＰＳ補足機能が付いた本格的なドローン(DJI MavicPro)の操縦体験。 
操縦体験終了後はドローン専用ゴーグルを付けて鳥の目線で自然豊かな風景を楽しんで頂きます。 
最後に参加者全員でドローン記念撮影を行いデータとしてお持ち帰り頂きます。 
3 時間コースには Scratch を使ったプログラミングによる自動操縦体験が加わります。 
今後様々な分野で活用が見込まれているドローンをこの機会に楽しんで頂くプラン。 
ドローン初心者の方・既に趣味で楽しまれている方・お子さんの自由研究題材として取り入れたい方・ 
旅の思い出プランとして楽しみたい方へおすすめ。 
駐)新型コロナウィルスによる緊急事態宣言解除後の段階的緩和に伴い、大分県外からお越しの方は 
６月１９日(金)以降の日程でのお申込となります。 
 
【返礼品有効期間】 
決済日より１年間、日程変更の場合は実施日の 14 日前までにご連絡をお願いします。 
 
【開催場所】 
スポーツ合宿施設上村の郷：杵築市山香町久木野尾 3792-1 
※大分農業文化公園 IC より車で約 3 分 
 
【お問合せ】 
大分県杵築市地域商社株式会社きっとすきドローン事業部  電話 0978-69-8080 
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インストラクター紹介  

佐藤 伸二郎 

元杵築市地域おこし協力隊 
株式会社きっとすきドローン事業部 
(一社)日本ドローン協会公認インストラクター 
DJI 自動航行システム認定資格 
無人航空機に係る許可・承認書(全国包括) 
第四級アマチュア無線技士資格 
ドローンサッカー(OEC チームアドバイザー) 
杵築市立八坂小学校にてドローンプログラミング授業を開催 
『きつき空飛ぶ観光協会』の事業をコンサルティング 
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行事予定表 
６月 行事予定 

日 時 行 事 名（内 容） 場  所 お問い合わせ先 

２日（火） 

13:30～ 

第 1 回杵築市行政改革審議会 

  

本庁舎 2 階大会議

室 

企 画 財 政 課 

0978-62-1804 

3 日（水） 

8:20～8:40 

「人権の花運動」指定書交付式 

「人権の花運動」は、児童が協力し

て花を栽培することを通して、人権を

尊重する心をはぐくむ取り組みです。  

今年度実施校の豊洋小学校において、

1 年間にわたる取り組みのスタートと

して、指定書交付式を行います。 

豊 洋 小 学 校 人権啓発・部落差別

解消推進課 

0978-62-4799 

19 日（金） 

10:00～17:00 

街頭啓発キャンペーン 

性別に関わらず、個人が社会のあらゆ

る分野で個性と能力を十分に発揮でき

る「男女共同参画社会」を実現するた

め、店舗前で啓発チラシや啓発グッズ

を配布します。 

・10:00～11:00 

Ａコープきつき店 

・11:00～12:00

神田楽市 

・16:00～17:00 

サンリブ杵築 

人権啓発・部落差別

解消推進課 

0978-62-4799 

 

○市内小中学校 ６月行事予定       （学校教育課 0977752411） 

日時 行事名（内容） 場所 対象 

５日(金) 

15:30～16:40 

杵築市教育研究協議会（2 次グループ研修） 

 総則、道徳、特別活動、総合的な学習の時間、

特別支援教育、情報教育・視聴覚の各部会の主

任が集まり、1 年間の活動を話し合います。 

関係小・中学校 市内教職員 

9 日（火） 

9:00～ 

市総合体育大会（市中体連） 

※延期～7 月上旬予定 

市営野球場 

文化体育館他 

中学生（運

動部活動） 

22 日（月）～ 

24 日（水） 

大分県学力定着状況調査 

※質問紙調査のみ 

各小・中学校 小学 5 年生 

中学 2 年生 

 

○杵築高校 ６月行事予定          （杵築高校 0978622037） 

日時 行事名（内容） 場所 対象 

1 日（月）～ 

授業動画の配信（ICT 活用推進委員会） 

杵築高校の各教科教員が作成した授業動画

を「Microsoft Teams」を使い、生徒へ６月

から配信します。 

 全学年 

 

※新型コロナウイルスの影響により、中止・変更する場合があります。 
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